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梅丘地区会館跡の利用について 

 

 

 

 

 

 

１ 主旨 

区では、世田谷区介護施設等整備計画に基づき、民間事業者による整備を基本としながら、

高齢者施設の整備促進を計画的に行っている。 

（仮称）梅丘複合施設の整備に伴い、現在の梅丘地区会館の機能が平成３１年（2019年）

１２月より複合施設に移転することから、機能移転後の当該建物を民間事業者（以下「事業

者」という。）に貸し付け、事業者による内部改修を行い、当圏域（梅丘地区）に未整備であ

る小規模多機能型居宅介護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所に転用する。 

 

２ 計画概要 

（１）サービス内容  小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護 

（想定定員：登録２９人、通所１８人、宿泊５人） 

通いを中心として、要介護者の利用者の状況や環境に応じ、訪問、

泊まりを組み合わせてサービスを提供することで、中重度になって

も在宅での生活が継続できるように支援する。 

           ※事業者の提案によるその他の介護保険サービスの併設も可とする。 

（２）所  在  地  世田谷区梅丘１－２－１８ 

（３）建    物  鉄筋コンクリート造 地上２階 

           竣工年：昭和５４年（１９７９年）築３９年 

延床面積：約３２４．２２㎡ 

（１階：２０４．１９㎡、２階：１２０．０３㎡） 

（４）整備運営手法  公募により選定した事業者が施設を改修し、運営する。 

（５）契 約 期 間  ２０年間（区及び事業者協議の上、更新を可とする） 

（６）賃    料  公募開始日を基準として、建物の評価をした上で概算の賃料を算出す 

る。なお、「高齢福祉部長が管理する財産の貸付け等に関する事務取 

扱要領」に基づき減額を行う。 

（７）敷    地  当該建物の利用にあたり、隣接する梅丘児童遊園の一部（約７０㎡）

を当該建物の敷地として転用する（別紙図面参照）。 

 

 

 

 

 

（付議の要旨） 

（仮称）梅丘複合施設の整備により生じる梅丘地区会館跡の利用について、小規模

多機能型居宅介護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所を整備し、地域密

着型サービスの整備促進を図る。 

 



３ 予算について 

（１）補助金 

事業者が行う建物の改修経費について、平成３２年度（2020年度）に区から事業者に以

下のとおり補助金を支出する。 

補助金総額 ５６，４３７千円（内訳は下表のとおり） 

補助金の種類 
補助基準額 

※１ 

財源内訳 

区 都 

①整備費補助  52,437千円   

①内訳 

東京都地域医療介護 

総合確保基金分 
32,000千円 ― 

32,000千円 

(10/10) 

重点整備事業分 
20,437千円 

※２ 

5,110千円 

(1/4) 

15,327千円 

(3/4) 

②施設開設準備経費補助 
4,000千円 

※２ 
― 

4,000千円 

(10/10) 

※１ 補助基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額が交付額となる。 

※２ 宿泊定員５人の場合 

（２）想定賃料 

 月額 年額 20年間の賃料 

75％減額後 215,000円 2,580,000円 51,600,000円 

（参考）減額前   857,035円 10,284,420円 205,688,400円 

※算定基準日は平成３０年９月１日現在 

 

４ 区による外壁、屋上防水等の全面改修工事 

長期にわたり確実に事業が実施できるよう、公共施設中長期保全計画を踏まえ、事業者と

の契約締結前に実施する（概算経費２４，０００千円）。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 平成３１年（2019年） ２月      福祉保健常任委員会報告 

                    近隣住民説明会 

            ５月      公募開始 

           １２月頃     事業者決定 

 平成３２年（2020年） ５～  ８月   区による外壁、屋上防水等の全面改修工事 

            ９～１０月   事業者による改修工事 

           １２月以降    事業開始 


